
高森町産後ケア事業実施要綱 

令和 5年 10月 2日 

告示第 55号 

 

（趣旨） 

第 1条 この要綱は、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的とし、出

産後 1年を経過しない女子及び乳児に対して心身のケア、育児のサポート等を行う

産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（事業主体） 

第 2条 事業の実施主体は、高森町とする。ただし、町長は、事業の一部を適切な事

業の運営を確保することができると認める助産師、助産院、医療機関等(以下「委

託事業者」という。)に委託して実施することができる。 

（対象者） 

第 3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、産後

ケアを必要とする出産後 1年を経過しない女子及び乳児とする。ただし、医療行為

の必要な者を除く。 

（事業の種別及び内容） 

第 4条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。 

（1） 宿泊型 対象者を委託事業者の施設に宿泊させ、休養の機会を提供するとと

もに、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。 

（2） 通所型 委託事業者の施設に来所した対象者に対し、心身のケア、育児のサ

ポート等のきめ細かい支援を実施する。 

（3） 訪問型 委託事業者が対象者の自宅に赴き、心身のケア、育児のサポート等

のきめ細かい支援を実施する。 

2 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、対象者の状態に応じた内容を実施する。 

（1） 母親の身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導 

（2） 母親の心理的ケア 

（3） 適切な授乳が実施できるためのケア（乳房ケアを含む。） 

（4） 育児の手技についての具体的な指導及び相談 

（5） 生活の相談及び支援 

（6） その他必要な支援等 

（利用日数等） 

第 5条 事業を利用することができる日数又は回数は、事業の種別に応じ、次の表

のとおりとする。ただし、母子の状況等により、町長が引き続き事業の利用が必

要と認める場合は、必要最小限の範囲内で利用日数等の限度を超えて利用するこ

とができる。 

事業の種別 利用日数等 

宿泊型 ６泊７日以内 

通所型 ７回以内 

訪問型 ７回以内 



（利用の申請） 

第 6 条 事業の利用を希望する者は、高森町産後ケア事業利用申請書(様式第 1 号)

に、母子健康手帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。 

（利用の決定等） 

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、

高森町産後ケア事業利用決定通知書(様式第 2 号)又は高森町産後ケア事業利用不

承認通知書(様式第 3号)により、その結果を申請者に通知するものとする。 

（利用の手続） 

第 8条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、

事業を利用する際は、高森町産後ケア事業利用決定通知書を委託事業者に提示しな

ければならない。 

2 利用の内容を変更し、又は利用を中止する場合は、利用者は、利用を予定していた

委託事業者に申し出なければならない。 

3 利用者が、利用予定日の前々日の 17時までに前項の規定による変更又は中止の申

出をせず、利用者が事業を利用しなかったときは、事業を利用したものとみなす。

ただし、地震、水害、その他の災害等利用者の責めに帰すべきものではない事由に

より連絡できなかった場合については、この限りでない。 

（再交付） 

第 9条 利用者は、高森町産後ケア事業利用決定通知書を紛失し、汚損し、又は破損

したときは、町長に高森町産後ケア事業利用決定通知再交付申請書（様式第 4 号）

を提出して、再交付の申請をすることができる。 

2 汚損又は破損に係る前項の再交付の申請については、申請書に汚損し、又は破損

した高森町産後ケア事業利用決定通知書を添付しなければならない。 

（利用の決定の取消し） 

第 10 条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決

定を取り消し、高森町産後ケア事業利用決定通知書の返還を求めることができる。 

（1） 転出したとき。 

（2） 虚偽の申請又は不正の行為によって利用の決定を受けたとき。 

（3） その他町長が不適当と認めたとき。 

（利用料） 

第 11 条 事業の利用に係る利用料は、全額町が負担するものとする。ただし、事業

利用中のミルク代、おむつ代、利用者の交通費その他利用者に負担させることが適

当と認められる費用は、利用者の負担とすることができる。 

2 利用者は、利用の際に発生する第 4 条に定める事業内容以外の料金については、

委託業者に直接支払うものとする。 

（実施報告） 

第 12 条 委託事業者は、毎月、利用者の個別の利用状況について、高森町産後ケア

事業実施報告書（様式第 5 号）を作成し、翌月 15 日までに町長に提出するものと

する。 

2 委託事業者は、事業の利用が終了した利用者が継続して支援を要すると判断する

ときは、町と情報交換を行うなど連携を図るものとする。 



（秘密の保持及び目的外使用の禁止） 

第13条 委託事業者は、業務に関して知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らし、

自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。職務を退いた

後においても、同様とする。 

（その他） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和 5年 10月 2日から施行する。 


